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規 則

北海道労働委員会委員定数条例の施行期日を定める規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道労働委員会委員定数条例の施行期日を定める規則
北海道労働委員会委員定数条例（平成 年北海道条例第 号）の施行期日は、平成 年
月１日とする。

告 示

北海道告示第 号

北海道青少年保護育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第４条第１項の規定により、次
の興行を有害興行として指定する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
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北海道告示第 号

保健師助産師看護師法（昭和 年法律第 号）第 条の規定により、平成 年准看護師
試験を次のとおり実施する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 試 験 会 場
北海道第２水産ビル 札幌市中央区北３条西７丁目１番地
渡島合同庁舎 函館市美原４丁目６番 号
苫小牧市民会館 苫小牧市旭町３丁目２番２号
岩見沢市コミュニティプラザ 岩見沢市有明町南１番地
上川合同庁舎 旭川市永山６条 丁目１番１号
北海道網走保健福祉事務所北見地域保健部
（北海道北見保健所） 北見市青葉町６番６号
帯広市医師会館 帯広市東３条南 丁目２番地
釧路市生涯学習センタ 釧路市幣舞町４番 号

２ 試 験 の 期 日
平成 年２月 日（水）午後１時から午後３時 分まで（２時間 分）

３ 試 験 科 目
人体の仕組みと働き、食生活と栄養、薬物と看護、疾病の成り立ち、感染と予防、看護
と倫理、患者の心理、保健医療福祉の仕組み、看護と法律、基礎看護、成人看護、老年看

興行の
種 別 興 行 の 題 名 制作会社又は

配 給 会 社
指定の
範 囲 指 定 の 理 由

映 画 催眠エクスタシー 覗かれた性交癖 オーピー映画

全 部

著しく粗 性を助長し、性的感
情を刺激し、又は道義心を傷つ
けるもの等であって、青少年の
健全な育成を害するおそれがあ
ると認められるため

同 悶絶 ほとばしる愛欲 新東宝映画
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護、母子看護及び精神看護
４ 受 験 資 格

文部科学大臣の指定した学校において２年の看護に関する学科を修めた者（平成 年
３月 日までに修業見込みの者を含む。）
都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者（平成 年３月 日までに卒業

見込みの者を含む。）
文部科学大臣の指定した学校において３年以上看護師になるのに必要な学科を修めた
者（平成 年３月 日までに修業見込みの者を含む。）
厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者（平成 年３月 日までに卒業見

込みの者を含む。）
外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者で、知事が 若し

くは に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
５ 受験願書等の提出先及び提出期間

提 出 先
ア 道内（札幌市、小 市、函館市及び旭川市を除く。）に住所地がある者については、
最寄りの保健福祉事務所
イ 札幌市、小 市、函館市又は旭川市に住所地がある者については、その市の保健所
ウ 道外に住所地がある者については、北海道保健福祉部保健医療局医療政策課（郵便
番号 札幌市中央区北３条西６丁目 電話（直通） 又は
（代表） 内線 ）
提 出 期 間
ア 平成 年 月 日（月）から 日（金）までとする。
イ 郵便等により送付する場合は、 月 日（金）までの通信日付印のあるものを有効
とする。
ウ 直接持参する場合は、各提出先の就業時間中に提出すること。

６ 提 出 書 類
次に掲げる書類を添付した受験願書を提出すること。
履歴書 １通
平成 年准看護師試験受験者整理カード（提出前６か月以内に脱帽して正面から撮影

した縦６センチメ トル横４センチメ トルの写真（裏面に撮影年月日及び氏名を記載
したもの）を受験者写真台帳の所定欄にはり付けること。） １通
４の から までに該当する者にあっては、修業（見込）証明書又は卒業（見込）証

明書 １通
４の に該当する者にあっては、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護

師免許を得たことを証する書面 １通

７ 受 験 手 数 料
円に相当する額面の北海道収入証紙を受験願書の所定欄に貼り付け、出願者の

印章又は署名により消印すること。
道外の受験者で北海道収入証紙が入手できない場合は、郵便定額小為替によることが
できる。

８ 受験票の交付
受験願書を受理したときは、試験会場及び受験上の留意事項を記載した受験票を試験の
おおむね１週間前までに出願者に送付する。
９ 合 格 の 発 表

発 表 日 平成 年３月９日（金）
閲 覧 場 所 北海道保健福祉部保健医療局医療政策課、各保健福祉事務所及び小

市保健所
合格証書の交付
合格者には、合格証書を交付する。ただし、６の の書類として修業見込証明書又は卒

業見込証明書を提出した者は、平成 年３月７日（水）までに北海道保健福祉部保健医療
局医療政策課へ修業証明書又は卒業証明書を提出すること。
なお、平成 年３月７日（水）までに修業証明書又は卒業証明書を提出することができ
ない者については、平成 年３月 日（金）午後５時 分までに北海道保健福祉部保健医
療局医療政策課へ修業証明書又は卒業証明書を提出すること。
試験結果の口頭開示
受験者本人から口頭による開示請求があった場合、次により試験結果を開示する。
開示する内容 総合得点
開示を行う期間 平成 年３月９日（金）から４月９日（月）まで（ただし、土曜

日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 年法律第 号）
に規定する休日を除く。）

開示を行う場所 北海道総務部人事局法制文書課行政情報センター及び各支庁の行
政情報コーナー

口頭による開示請求に必要な書類
受験者本人であることを証明するもの（運転免許証、旅券等）を持参すること。
口頭による開示請求を行うことができる者は受験者本人に限る。
また、電話での口頭による開示請求は行うことができない。
そ の 他
受験願書、履歴書及び平成 年准看護師試験受験者整理カ ドの用紙は、北海道保健

福祉部保健医療局医療政策課及び道内の最寄りの保健福祉事務所において配布する。
受験願書用紙等を郵便で請求する場合は、封筒の表に「准看護師試験願書」と朱書き
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して、 円分の切手（１部の場合）を貼ったあて先明記の返信用封筒（角２号）を同
封の上、北海道保健福祉部保健医療局医療政策課又は道内の最寄りの保健福祉事務所に
請求すること。
視覚・聴覚・音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成

年 月 日（木）までに北海道保健福祉部保健医療局医療政策課まで申し出ること。

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、当別土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成 理 事 山 田 智 石狩郡当別町春日町７番地１
同 同 同 神 林 俊 一 同 六軒町 番地１
同 同 同 田 一 同 若葉 番地
同 同 同 前 澤 良 同 字弁華別 番地
同 同 同 上 田 実 同 対雁 番地
同 同 同 竹 田 和 雄 同 字東裏 番地
同 同 同 三 浦 衛 市 同 字茂平沢 番地
同 同 同 岡 野 喜代治 同 川下 番地
同 同 同 青 山 雅 典 同 当別太 番地の４
同 同 同 佐々木 昭 雄 同 ビトエ 番地
同 同 同 森 進 同 太美町 番地
同 同 同 山 田 裕 一 同 当別太 番地３
同 同 同 泉 君 雄 同 当別太 番地１
退 任 同 同 山 田 智 同 春日町７番地１
同 同 同 神 林 俊 一 同 六軒町 番地１
同 同 同 田 一 同 若葉 番地
同 同 同 平 澤 英 幸 同 字弁華別 番地
同 同 同 上 田 実 同 対雁 番地
同 同 同 竹 田 和 雄 同 字東裏 番地
同 同 同 三 浦 衛 市 同 字茂平沢 番地
同 同 同 岡 野 喜代治 同 川下 番地
同 同 同 青 山 雅 典 同 当別太 番地の４
同 同 同 佐々木 昭 雄 同 ビトエ 番地

同 同 同 森 進 同 太美町 番地
同 同 同 山 岸 敏 文 同 当別太 番地４
同 同 同 泉 君 雄 同 当別太 番地１

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第３項の規定により、石狩高富土地改良
区が管理する高富貯水池に係る管理規程の変更を認可した。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可した管理規程の概要
高富貯水池の維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成 年 月 日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に

基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
栄 穂 畑地帯総合整備［担い手育成型］（農業用用排水、区画整理、暗きょ、土層改良） 北海道十勝支庁
美 園 同 ［担い手支援型］（農業用用排水、区画整理、暗きょ、土層改良） 同

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条第３項の規定に
よる保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第 条
の規定により、その通知の内容を関係町役場の掲示場に掲示した。その要旨は、平成 年農
林水産省告示第 号のとおりである。

平成 年 月 日
北海道知事 高 橋 はるみ
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１ 所在が不分明な者
爾志郡乙部町字豊浜 の１、 の２所在の森林について所有権を有する

麓 茂
爾志郡乙部町字三ツ谷 所在の森林について所有権を有する 宮 本 喜 良
掲 示 場 所 乙部町役場

２ 所在が不分明な者
久遠郡せたな町北檜山区太櫓 所在の森林について所有権を有する 太 田 宗治郎
久遠郡せたな町瀬棚区島歌 所在の森林について所有権を有する 山 崎 國 利
久遠郡せたな町瀬棚区島歌 所在の森林について所有権を有する 山 崎 光 利
久遠郡せたな町瀬棚区島歌 所在の森林について所有権を有する 岡 本 利 美
久遠郡せたな町北檜山区東丹羽 所在の森林について所有権を有する

北 山 久 子
久遠郡せたな町瀬棚区島歌 所在の森林について所有権を有する 新 保 泰 彦
掲 示 場 所 せたな町役場

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 及 び 縦 覧 場 所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 東 雁 来 江 別 線 江別市大麻 番１地先から 平成
北 海 道 札 幌 土 木 現 業 所 江別市大麻 番１地先まで
道道 養老牛計根別停車場線 標津郡中標津町字養老牛国有林 林班い小班地先から 同
北 海 道 釧 路 土 木 現 業 所 標津郡中標津町字養老牛国有林 林班は小班地先まで
道道 根 室 浜 中 釧 路 線 厚岸郡厚岸町尾幌 番地先から 同
北 海 道 釧 路 土 木 現 業 所 厚岸郡厚岸町尾幌 番１地先まで 午前 時

北海道告示第 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 年法律第
号）第６条１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害
特別警戒区域として指定する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
歌志内中村２（ ０ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
歌志内市中村（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第 条第 項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

２ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
歌志内神威６（ ０ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
歌志内市神威（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第 条第 項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

３ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
歌志内東光１（ ０ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
歌志内市東光（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第 条第 項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

４ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域区域の箇所番号
稚内本通り（ ６ ６ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
稚内市宝来１丁目及び同地先国有地
同 宝来２丁目及び同地先国有地
（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
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同法第８条第２号に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

５ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
稚内中央２丁目（ ６ ７ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
稚内市中央１丁目及び同地先国有地
同 中央２丁目及び同地先国有地
同 中央３丁目及び同地先国有地
（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第８条第２号に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

６ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
稚内中央４丁目（ ６ ９ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
稚内市中央４丁目及び同地先国有地
同 中央５丁目及び同地先国有地
（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第８条第２号に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

７ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
稚内港３丁目（ ６ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
稚内市港３丁目及び同地先国有地
（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第８条第２号に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項

次の図のとおり
（「次の図」は省略し、その図面を関係土木現業所及び関係市役所に備え置いて縦覧に供
する。）

支 庁 告 示

北海道石狩支庁告示第 号

貸金業の規制等に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次の貸
金業者の登録を取り消したので、同法第 条の規定により公告する。

平成 年 月 日
北海道石狩支庁長 三 好 昇

道 人 事 委 員 会 規 則

北海道職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則

北海道職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則
北海道職員の勤務時間、休暇等に関する規則（北海道人事委員会規則 ）の一部を次

のように改正する。
第 条第１項第４号イ中「身体障害者療護施設」を「障害者支援施設」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

住 所 商号又は名称 氏 名 登 録 番 号 登録取消年月日

札幌市中央区南 条西
丁目１番 号 さく
らビル７階

有限会社トゥ
エンティフォ
ー

杉 本 珠 美 北海道知事
石第 号

平成 ． ．

札幌市東区北 条東５
丁目１番 号 コーポ

２階２号

武田商事 武 田 恭 一 北海道知事
石第 号

同
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北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則

北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則
北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（北海道人事委員会規則 ）の一部

を次のように改正する。
第 条第１項第４号イ中「身体障害者療護施設」を「障害者支援施設」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

道 公 安 委 員 会 規 則

北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道公安委員会委員長 矢 吹 徹 雄
北海道公安委員会規則第 号

北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則の一部を改正する規則
北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則（昭和 年北海道公安委員会規則第４号）の

一部を次のように改正する。
第１条中「地方公務員災害補償法（昭和 年法律第 号。以下「法」という。）別表」

を「地方公務員災害補償法施行規則（昭和 年自治省令第 号。以下「省令」という。）別
表第３」に改める。
第４条中「法」を「地方公務員災害補償法（昭和 年法律第 号。以下「法」とい

う。）」に改める。
別表第２備考１中「法第 条第２項から第５項まで」を「法第 条第５項から第７項まで
の規定及び省令第 条の５第２項」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則
の規定は、平成 年４月１日から適用する。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


